
兵庫県農業共済組合連合会の必要措置工程表
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ア　内部監査室を新設する 

ウ　実地検査は、常勤理事と内部監査室が立会い、
問題点が発見された場合は、内部監査室が会長理
事に報告する。

イ　役員会は、関係者の処分を審議・決定する。 

ウ　理事会は四半期ごとの業務執行状況等及び検
査指摘の改善・進捗状況等を確認する。

④ 検査忌避行為に係る責任の所在の明確化と
関係者の処分

ア　担当部署内の検査用チェックリストによる自主点
検と内部決裁を強化する。

イ　内部監査室は検査調書の審査をし、常勤役員が
決裁する。問題点が発見された場合は会長理事に
報告する。

ア　外部有識者を含む委員会が法令違反に係る責
任の所在を調査する。

スケジュール詳細
H22
年度

H24
年度

H23年度

（１）適切な受検態勢の確立

命令内容と具体的な措置

ア　調書審査で不正を発見した場合は、会長理事と
コンプライアンス担当部署に報告する。

エ　監事会は業務執行状況と検査指摘の改善・進捗
状況等を報告させ、その内容を実地に確認する。

① 検査の効果的・効率的実施を確保するための
検査対応業務の適正な管理

② 理事会等による検査対応業務に対する監視・
監督の強化

イ　常勤理事が検査調書の決裁をする。
ウ　常勤理事が実地検査時に立ち会う。

イ　常勤理事が検査調書の決裁をし、実地検査時に
立ち会う。

③ 検査忌避行為に係る再発防止策の策定・実践

エ　法令違反に関する懲戒処分にかかる就業規則を
改正する。

委員会理事会

設置・発令

（報告）

監事会 監事会 監事会

理事会
（職員に周知徹底）

（国に報告）
追跡調査

役員会

関係規程の整備
理事会

監事会

通知

検査調書の審査

無通告の検査に、１年を通して自主点検と部内の相互チェック

常勤理事の決裁
（問題発見）

会長へ報告

検査調書の決裁 常勤理事の実地検査立会い

検査調書の決裁 常勤理事の実地検査立会い

理事会 理事会 理事会 理事会 理事会

[常例検査]

（検査の対応窓口）

[常例検査]

（常例検査）

[常例検査]

[常例検査]

会長理事・コンプライアンス部署

常勤理事の実地検査立会い
（問題発見）

会長へ報告

[常例検査]

処分

（検査調書の審査）

（不正発見）
（問題点発見）



兵庫県農業共済組合連合会の必要措置工程表

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

スケジュール詳細
H22
年度

H24
年度

H23年度命令内容と具体的な措置

ウ　業務運営の基本方針や具体的な措置の進捗状
況を情報開示する。

イ　理事会は重要な問題及び不祥事件等を速やか
に報告させる。

エ　専務理事が出先事務所を定期巡回し、意見交換
会をする。

ア　理事会は業務執行状況、農林水産省の重要通
知、措置計画の進捗状況等を確実に報告させて適
正な業務執行にあたる。

（２）法令等遵守態勢の強化
① 法令等遵守に対する業務運営姿勢の明確化

ア　法令等遵守の業務運営の基本方針を会長理事
が総会はじめ諸会議で決意表明する。

② 理事会等による業務執行に対する監視・監督
の強化

イ　公認会計士等の学識経験者による会計部門の
補助監査を導入する。

イ　措置計画の着実な実行を最重要課題と位置づけ
て、改革チームを中心に役職員全員で取り組む。

ウ　監事会は、業務運営上の重要事項、内部監査室
の監査結果を報告させて監視監督する。

③ 内部監査・監事監査の機能強化等法令等遵
守のための内部牽制機能の強化

ア　内部監査室は、本部各部と出先機関を年3回内
部監査をする。（１）の①と同じ

ウ　監事会は、監査計画に基づき決算・中間監査を
実施し、理事の業務執行状況を監視する。

（報告）

理事会 理事会 理事会 理事会 理事会

（重要な問題や不祥事件が生じた場合）

（報告）

理事会

監事会 発令 内部監査 内部監査

監事会
監事会

理事会 理事会 理事会 理事会 理事会

（報告） （報告）

（導入検討）

（学識経験者の導入）

監事会
理事会

通常総会

（情報開示）

監事会
理事会 理事会 理事会理事会

監事会

（報告） （報告）

会員説明

県・役員報
告

定期巡回・
意見交換

監事会 監事会

（検査の対応窓口）

（具体的な取組みの策定と実践）

監事会 監事会

補助監査

命令受理

計画の
公表

取組状況
の報告①

監事・コンプライアンス部署

決算監査 中間監査

上記の
公表

報告

計画の
報告

取組状況
の報告②

取組状況
の報告③

取組状況
の報告④

上記の
公表

上記の
公表

上記の
公表

改革チーム



兵庫県農業共済組合連合会の必要措置工程表

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

スケジュール詳細
H22
年度

H24
年度

H23年度命令内容と具体的な措置

オの(ｱ) 職場内の内部通報システムを整備する。

オの(ｲ)　お問い合わせ窓口を整備する。

④ 役職員の法令等遵守意識の向上

ア　コンプライアンス意識の徹底を重点とした研修計
画の見直しとそれに基づく研修会を実施する。

カ　適切な人事管理を徹底する。

エ　不祥事件に該当しない業務上の問題が発生した
ときは、問題解決検討会で対応する。

ウ　起案・決裁文書に根拠法令を添付して稟議する。

イ　ＮＯＳＡＩ兵庫エシックスカードを全職員に配布し
て、コンプライアンス意識を周知する。。

計画見直し
職員全体研修会

管理者研修会

監督者研修会

職員全体研修会

グループ研修会（随時：年3回程度）
（総合）

（獣医師）

（検討）
配布

法的裏づけされた決裁・稟議の励行

問題解決検討会の随時開催

（不祥事件対応要領に該当しない業務上の問題）

建物共済の電話照会対応 電話対応窓口の常設

　メール対応

通知

通報手段の追加

（臨時）

発令定期人事異動の検討意向調査

勤務評定要綱の見直し 勤務評定 人事に反映通知

（周知徹底）

（周知徹底）



兵庫県農業共済組合連合会の必要措置工程表

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

スケジュール詳細
H22
年度

H24
年度

H23年度命令内容と具体的な措置

ア　既存加入者のうち無資格者に対し、加入資格調
査の結果を基に、更改案内の不可通知を送付する。

イ　加入申込書に記載する提出先を本会に変更し、
審査・承諾の責任の所在を明確化する。
   また、連合会が行う承諾行為を明確にした口座振
替通知書及び掛金納入通知書兼加入承諾書へ様式
変更する。

エ　8月以降の加入申込者は、加入申込書に営農状
況申告欄を追加した加入申込書において、営農状況
を把握し、本会出張所が審査する。

オ　推進協議会に対し、本会が開催する課長会等会
議で加入資格等の説明を行い周知する

カ　  推進員に対し、協議会と連携して説明会を開催
し、加入資格等の説明を行い周知をする。

イ　理事会等は、関係者の処分を審議・決定する。
　なお、（１）の④の処分と併せて行う。

ア　外部有識者を含む委員会が法令違反に係る責
任の所在を調査する。

⑥ 建物共済事業の法令違反に係る責任の所在
の明確化と関係者の処分

キ　パンフレットに建物共済の加入資格に関する事
項を記載し、加入者に周知を図る。

ク　加入資格に関し解釈等詳細な説明が必要な場合
は、その都度、農林水産省の指導を仰ぐ。

ケ　十分な審査期間並びに承諾書発行期間を確保
するため、建物推進協議会に対し推進スケジュール
の見直しを要請する。

⑤建物共済事業の法令違反に係る審査体制の
強化等再発防止策の策定・実践

ウ　7月までの加入申込者は、加入資格調査の結果
を基に営農状況を把握し、営農状況未確認者及び調
査書未提出者については、営農状況申告書を別途
取りつけ、本会出張所が審査する。

（国に報告）
追跡調査

処分役員会

委員会理事会

無資格者に対し更改案内の不可通知を送付する

3月：加入申込書
 １次修正完了

加入申込書
2次修正完了

加入資格調査結果又は営農状況申告書による審査

（新加入申込書に記載の営農状況による審査）

（協議会への説明・周知）

（協議会への説明）

新スケジュールによる引受事務

（推進員への説明・周知）

（加入者等への周知）3月：パンフレッ
ト修正完了

（必要に応じて農林水産省に解釈等を確認する）

（連合会名に変更した新加入申込書の使用）

修正完了

（口座振替通知書及び掛金納入通知書兼加入承諾書の使用）


